
駐車場法・バリアフリー新法による
路外駐車場届出の判定フローチャート

設置する駐車場は、一般公共の用に供するものですか。
（月極・従業員専用等は除く）※１

自動車の駐車の用に供する部分の面積の合計は500㎡以上ですか。
（自動車を駐車する部分（駐車マス）の面積の合計。車路等の面積は除く。）

駐車料金を徴収しますか。

都市計画区域内ですか。

建築物または建築物に
附属する駐車場ですか。※２

建築物または建築物に
附属する駐車場ですか。※２

駐車場法施行令で定める技術基準に適合させる必要があります。
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①…路外駐車場設置の届出が必要（駐車場法第12条）
②…特定路外駐車場設置の届出が必要（ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ新法第12条）

※１…不特定多数の者が自由に利用できる駐車場
（ショッピングセンターや病院等の駐車場で専用駐車場と明示することに加え、駐車場の入口で
管理人等が一般の利用を排除するなど厳密に専用駐車場となっている場合は該当しない。）
※２…ショッピングセンターや病院等の施設に附属されている駐車場
（特定路外駐車場は建築物である駐車場や建築物の特定施設としてその建築物の建築敷地に設け
られる駐車場以外の平面駐車場のみが該当。）


